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協 議 会 会 議 記 録 

会 議 

名 称 
令和５年度 第１回 上里町地域公共交通活性化協議会 

日 時 令和５年６月１９日（月）午後１時３０分～午後３時 

開 催 

場 所 
上里町役場 ４階 大会議室 

会 長 

副会 長 

〇島 田 邦 弘 上里町副町長 

〇上 野 文 一 上里町区長会 会長 

出 席 

委 員 

〇田 沼 健 一 朝日自動車株式会社 運輸部長 

○鈴 木 貴 大 株式会社協同バス 代表取締役社長 

〇関 根  肇  一般社団法人埼玉県バス協会 専務理事 

○高 原  昭  一般社団法人埼玉県乗用自動車協会 専務理事（代理出席：藤田貢） 

○神 宮 つぐよ 本庄地区タクシー協議会 会長 

○松 本 一 也 協同バス労働組合 執行委員長 

〇丸 山 眞 司 上里町老人クラブ会連合会 会長 

○坂 井 貴 夫 国土交通省関東運輸局埼玉運輸支局首席運輸企画専門官 

〇岡 本 史 靖 埼玉県本庄県土整備事務所道路部 部長 

〇宮 下 忠 仁 上里町道路整備課 課長 

○笹 原 久 雄 本庄警察署交通課 課長 

〇今 井 理 雄 駒澤大学応用地理研究所 専門研究員 

〇坂 口 真 一 東日本旅客鉄道株式会社 高崎支社 

総務部 経営・財務戦略室 統括リーダー（代理出席：神宮一雄） 

〇及 川 慶 一 上里町町民福祉課 課長 

〇吉 田 広 毅 上里町まちづくり推進課 課長 

〇山 田  隆  上里町高齢者いきいき課 課長 

※敬称略・順不同 

欠席 者 ○古 川 雄 哉 埼玉県企画財政部交通政策課 主査 

傍聴 者 １名 
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会 議 

資 料 

１．開     会 

２．委 嘱 状 交 付 

３．あ い さ つ 

４．議 事 

（１）報告事項 

報告事項１ 令和４年度地域公共交通確保維持改善事業に係る事業評価結果につ

いて                         資料１ 

報告事項２ 令和５年度生活交通確保維持改善計画認定について    資料２ 

報告事項３ 「こむぎっち号」の運行及び利用状況について      資料３ 

報告事項４ ワークショップ開催概要の報告について         資料４ 

（２）協議事項 

協議事項１ 令和４年度上里町地域公共交通活性化協議会事業報告   資料５ 

協議事項２ 令和４年度上里町地域公共交通活性化協議会歳入歳出決算報告 

資料６ 

協議事項３ 令和４年度上里町地域公共交通網形成計画の達成状況の評価（案） 

                    資料７ 

協議事項４ 令和５年度上里町地域公共交通活性化協議会事業計画（案）資料８ 

協議事項５ 令和５年度上里町地域公共交通活性化協議会歳入歳出予算（案） 

資料９ 

協議事項６ 令和６年度上里町生活交通確保維持改善計画【令和６～８年度分】

（案）                       資料１０ 

協議事項７ 上里町地域公共交通網形成計画の変更について（案）  資料１１ 

協議事項８ 上里町地域公共交通計画策定（スケジュール・アンケート）について

（案）                       資料１２ 

（３）その他 

５．閉 会 

配 布 

資 料 

〇資料１：令和４年度地域公共交通確保維持改善事業に係る事業評価結果について 

〇資料２：令和５年度生活交通確保維持改善計画認定について 

〇資料３：「こむぎっち号」の運行及び利用状況について 

〇資料４：ワークショップ開催概要の報告について 

〇資料５：令和４年度上里町地域公共交通活性化協議会事業報告 

〇資料６：令和４年度上里町地域公共交通活性化協議会歳入歳出決算報告 

〇資料７：令和４年度上里町地域公共交通網形成計画の達成状況の評価（案） 

〇資料８：令和５年度上里町地域公共交通活性化協議会事業計画（案） 

〇資料９：令和５年度上里町地域公共交通活性化協議会歳入歳出予算（案） 

〇資料１０：令和６年度上里町生活交通確保維持改善計画【令和６～８年度分】（案） 

〇資料１１：上里町地域公共交通網形成計画の変更について（案） 
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〇資料１２：上里町地域公共交通計画策定（スケジュール・アンケート）について（案） 

〇別紙：上里町コミュニティバスこむぎっち号＆町内路線バス路線図 

 

発 言 者 発 言 内 容 等 

事務局 

 

 

会 長 

 

議 長 

 

議 長 

 

 

 

 

 

事務局 

 

議 長 

 

 

 

運行事業者 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

事務局 

資料確認 

１．開     会 

 

２．委 任 状 交 付 

 

３．あ い さ つ 

 

４．議 事 

議事に入る。初めに、報告事項１「令和４年度地域公共交通確保維持改善事業

に係る事業評価結果について」及び報告事項２「令和５年度生活交通確保維持改

善計画について」について、関連事項のため一括協議とする。事務局より、報告

を求める。 

 

資料１及び資料２を用いて説明。 

 

次に、報告事項３「「こむぎっち号」の運行状況及び利用状況について」の

（１）「「こむぎっち号」の運行状況について」、運行事業者の(株)協同バスよ

り報告を求める。 

 

運転士からの聞き取り内容を４件報告する。 

①北部ルートアグリパーク上里循環のコースに上里町役場の停留所を設置して

ほしい、北部ルートウニクス循環で、八町河原方面から神保原駅に向かう便

がほしいという要望が利用者から挙がっている。 

②道路が整備されたため停留所の移設を検討したほうがよい箇所がある。 

③昨年「こむぎっち号」無料乗車キャンペーンを行ったが、それをきっかけに

常連化する利用者もいることから、今年も行ってはどうか。 

④中央ルートの１便目は、上里町役場と神保原駅を２回通ることになっている

が、１回でよいのではないか。 

 

続いて（２）「こむぎっち号」の利用状況について、事務局より報告を求め

る。 

 

資料３を用いて説明。 
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議 長 

 

 

事務局 

 

議 長 

 

一 同 

 

議 長 

 

 

 

 

事務局 

 

監 事 

 

議 長 

 

一 同 

 

議 長 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

議 長 

 

 

事務局 

 

議 長 

 

次に、報告事項４「ワークショップの開催概要の報告について」、事務局より

報告を求める。 

 

資料４を用いて説明。 

 

報告事項１から報告事項４について、委員より質問を受け付ける。 

 

なし。 

 

以上で、報告事項については終了する。 

続いて、協議事項１「令和４年度上里町地域公共交通活性化協議会事業報告」

及び協議事項２「令和４年度上里町地域公共交通活性化協議会歳入歳出決算報

告」について、関連事項のため一括協議とする。事務局より、説明を求める。 

 

資料５及び資料６を用いて説明。 

 

監事より監査報告。 

 

協議事項１及び協議事項２ついて、委員より質問を受け付ける。 

 

なし。 

 

それでは、協議事項１「令和４年度上里町地域公共交通活性化協議会事業報

告」及び協議事項２「令和４年度上里町地域公共交通活性化協議会歳入歳出決算

報告」について、承認者の挙手を求める。 

 

（全員挙手） 

 

委員全員の挙手により、協議事項１「令和４年度上里町地域公共交通活性化協

議会事業報告」及び協議事項２「令和４年度上里町地域公共交通活性化協議会歳

入歳出決算報告」は原案の通り承認された。 

 

続いて、協議事項３「令和４年度上里町地域公共交通網形成計画の達成状況の

評価（案）」について、事務局より説明を求める。 

 

資料７を用いて説明。 

 

協議事項３について、委員より質問を受け付ける。 
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一 同 

 

議 長 

 

 

 

 

議 長 

 

 

議 長 

 

 

 

 

事務局 

 

議 長 

 

一 同 

 

議 長 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

事務局 

 

 

なし。 

 

それでは、協議事項３「令和４年度上里町地域公共交通網形成計画の達成状況

の評価（案）」について、承認者の挙手を求める。 

 

（全員挙手） 

 

委員全員の挙手により、協議事項３「令和４年度上里町地域公共交通網形成計

画の達成状況の評価（案）」は原案の通り承認された。 

 

続いて、協議事項４「令和５年度上里町地域公共交通活性化協議会事業計画

（案）」及び協議事項５「令和５年度上里町地域公共交通活性化協議会歳入歳出

予算（案）」について、関連事項のため一括協議とする。事務局より、説明を求

める。 

 

資料８及び資料９を用いて説明。 

 

協議事項４及び協議事項５について、委員より質問を受け付ける。 

 

なし。 

 

それでは、協議事項４「令和５年度上里町地域公共交通活性化協議会事業計画

（案）」及び協議事項５「令和５年度上里町地域公共交通活性化協議会歳入歳出

予算（案）」について、承認者の挙手を求める。 

 

（全員挙手） 

 

委員全員の挙手により、協議事項４「令和５年度上里町地域公共交通活性化協

議会事業計画（案）」及び協議事項５「令和５年度上里町地域公共交通活性化協

議会歳入歳出予算（案）」は原案の通り承認された。 

 

続いて、協議事項６「令和６年度上里町生活交通確保維持改善計画【令和６～

８年度分】（案）」及び協議事項７「上里町地域公共交通網形成計画の変更につ

いて（案）」について、関連事項のため一括協議とする。事務局より、説明を求

める。 

 

資料１０及び資料１１を用いて説明。 
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議 長 

 

一 同 

 

議 長 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

議 長 

 

 

事務局 

 

議 長 

 

委 員 

 

 

 

事務局 

 

 

 

委 員 

 

 

事務局 

 

委 員 

 

 

 

 

協議事項６及び協議事項７について、委員より質問を受け付ける。 

 

なし。 

 

それでは、協議事項６「令和６年度上里町生活交通確保維持改善計画【令和６

～８年度分】（案）」及び協議事項７「上里町地域公共交通網形成計画の変更に

ついて（案）」について、承認者の挙手を求める。 

 

（全員挙手） 

 

委員全員の挙手により、協議事項６「令和６年度上里町生活交通確保維持改善

計画【令和６～８年度分】（案）」及び協議事項７「上里町地域公共交通網形成

計画の変更について（案）」は原案の通り承認された。 

 

続いて、協議事項８「上里町地域公共交通計画策定（スケジュール・アンケー

ト）について（案）」について、事務局より説明を求める。 

 

資料１２を用いて説明。 

 

協議事項８について、委員より質問を受け付ける。 

 

スケジュールでは、令和７年２月に地域公共交通計画の承認となっている。補

助金の申請等もあると思うが、計画の策定時期はスケジュール的に問題ないの

か。 

 

令和６年度については、法改正に対応した形で幹線系統とフィーダー系統の補

助金の申請が可能となるよう、今年度中に現計画である網形成計画の一部を改定

し、補助金の申請を行う予定である。 

 

１５歳以上に郵送する 3,000部のアンケートは、上里町の１５歳以上の人口の

何割にあたるのか。 

 

１５歳以上の人口の約 1割である。 

 

１割は少ないのではないか。 

アンケートの設問について、設問２は不満理由を３つ答えるようになっている

が、不満に思っている順に記入としたほうがよいのではないか。また、「こむぎ

っち号」の不満理由の選択肢が他の交通手段と比較して多く、不満の洗い出しが

不十分になるのではないか。選択肢を減らした方がよい。設問３の③において、
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事務局 

 

 

 

 

 

委 員 

 

 

事務局 

 

 

議 長 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

事務局 

 

 

 

 

 

公共交通が便利になっても利用しないと思っている方の意見を活かす必要はない

と思うが、必要な設問なのか。設問６について、私なら現在のことと考えて回答

してしまう。計画は５年、１０年先等の長いスパンで考えていくものであり、今

は必要ないが５年後は必要になるかもしれないといった考え方の人もいる。設問

の文章に「今後５年間の間で」等の文言を追加したほうが分かりやすいのではな

いか。アンケートの設問の中で、利用料金について触れていない。今後は、燃料

費等の経費の上昇により公共交通の利用料金もあがっていくことが想定される。

料金に関する設問もあった方がよいのではないか。設問９-１の②については、選

択肢１の公共交通の中にタクシーも加えた方がよい。 

この会議の後に開催される分科会のメンバーはどのようになっているのか。 

 

分科会のメンバーは、田沼委員、鈴木委員、神宮委員、及川委員、上野委員、

今井委員、吉田委員、山田委員の８名である。 

アンケートについて、設問２は不満と思う順番に書いていただくのがよいと考

える。また、設問９-１の②については、タクシーを含めた記載とする。他の項目

については、分科会にて詳細に検討させていただく。 

 

タクシー助成について、東松山市が埼玉県で最初に導入しており、その他川島

町等も同様な手法を導入している。参考にしていただきたい。 

 

タクシー助成は、年齢制限や制度等の様々な手法がある。様々な事例を研究

し、町に合った手法を検討していきたい。 

 

それでは、協議事項８「上里町地域公共交通計画策定（スケジュール・アンケ

ート）について（案）」について、承認者の挙手を求める。 

 

（全員挙手） 

 

委員全員の挙手により、協議事項８「上里町地域公共交通計画策定（スケジュ

ール・アンケート）について（案）」は原案の通り承認された。 

これで、協議事項はすべて終了した。（３）その他について、事務局より説明

を求める。 

 

１点目として、次回の会議のスケジュールについて、この後、分科会を開催

し、アンケートの内容に大きな変更があった場合は書面協議を予定する。アンケ

ートの内容に変更がなかった場合は１２月頃に開催を予定する。日程が決まった

ら、通知をする。 

２点目として、委員の委嘱期間満了が８月２０日である。後日、正式な依頼通

知を各団体へ発送させていただく。引き続き、協議会の運営に協力いただきた
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議 長 

 

委 員 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

事務局 

 

 

議 長 

 

一 同 

 

副会長 

 

い。 

 

他の委員より、その他の共有事項はあるか。 

 

路線バスやタクシー、コミュニティバスについて、それぞれ工夫しながら運行

していることを町民へ伝えていただきたい。「こむぎっち号」では、『わたしの

時刻表』を作成することや、無料乗車キャンペーン実施等に取り組んでいる。ま

た、収支構造においては国土交通省の補助が大きい。これらのことを知っている

かによってもアンケートの回答が変わってくると考えられる。 

 

ワークショップで実際に乗車してみたが、日常生活の移動手段として使ってい

る方もみられ、意外と便利だという意見が挙がった。傍からみるだけではなく、

実際に乗車していただき、使い勝手を知ってもらうことが必要だという意見が増

えた。 

 

町民の皆様に知ってもらうことが一番重要である。意見については受け止め、

今後庁内でも議論していきたいと思う。 

 

他の委員から何か意見はあるか。 

 

なし。 

 

５．閉     会 

 

 以上 


